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令和�年�月定例県議会提案条例の提案理由及び概要表

第��号議案

博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

� 提案理由

博物館法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例について所要の

改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

次に掲げる条例の規定の整理

� 島根県立古代出雲歴史博物館条例

� 島根県立美術館条例

� 島根県暴力団排除条例

� 施行期日

令和�年�月�日から施行する。

第�	号議案

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

� 提案理由

職員の年齢構成が今後大きく変化する見込みである中、政策立案能力及

びマネジメント能力を若手の時期から段階的かつ長期的に向上させていく

ため、本庁に係制を導入することに伴い、所要の改正を行う必要がある。

これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

行政職給料表、研究職給料表、医療職給料表�及び医療職給料表�の適

用を受ける職員の職務の級の分類の基準を定めた級別基準職務表を改める

こと。

� 施行期日

令和�年�月�日から施行する。

―
―



第��号議案

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

� 提案理由

職員の退職手当について、国家公務員の退職手当制度の改正に準じて所

要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

任用期間を定めて雇い入れられる職員を常勤職員とみなして職員の退職

手当に関する条例を適用する要件のうち、勤務日数に係る要件を緩和する

こと。

� 施行期日

令和�年�月�日から施行する。

第�	号議案

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

� 提案理由

組織改正に伴い、所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を

提出する理由である。

� 条例の概要

放射線取扱業務等従事手当の支給対象公署の改正

� 施行期日

令和�年�月�日から施行する。

第�
号議案

島根県東京宿泊施設管理基金条例を廃止する条例

� 提案理由

県が東京都に設置した宿泊施設を廃止したことに伴い、基金の設置を要

しなくなることから、島根県東京宿泊施設管理基金条例を廃止する必要が

ある。これが、この条例案を提出する理由である。

―�―

改 正 前 改 正 後

防災部原子力安全対策課 原子力環境センター



� 施行期日

令和�年�月�日から施行する。

第��号議案

島根県部設置条例の一部を改正する条例

� 提案理由

地域振興部の所掌事務の一部を防災部の所掌事務とするため、所要の改

正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

地域振興部の所掌事務のうち、エネルギー対策に関する事項を防災部の

所掌事務とすること。

� 施行期日

令和�年�月�日から施行する。

第�	号議案

会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部を改正する条

例

� 提案理由

職員の給与に関する条例等の改正を踏まえ、所要の改正を行う必要があ

る。これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

� 会計年度任用職員の報酬の上限額の改定

―�―

職員の種別 区分 改正前 改正後

一般業務に従事する者 日額 
�	��円 
����円

月額 	����円 	�����円

資格免許を要する業務及び

それに準ずる業務に従事す

る者

日額 	�����円 	��	��円

月額 	������円 	������円

時間額 	����円 	��	�円

教育業務に従事する者 月額 �������円 ����
��円

調査研究業務に従事する者 日額 	�����円 	�����円

月額 ������円 �������円



� 会計年度任用職員の期末手当の支給割合の改正

� 施行期日

令和�年�月�日から施行する。

第��号議案

島根県手数料条例の一部を改正する条例

� 提案理由

介護支援専門員実務研修受講試験の試験問題作成事務の委託に係る単価

の改定及び関係法令の改正に伴い、県が徴収する手数料について所要の改

正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

� 介護保険法関係手数料

介護支援専門員実務研修受講試験に係る手数料の額の改定

� 都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料

ア 低炭素建築物新築等計画の認定に係る手数料の新設

ア� 一戸建ての住宅について誘導仕様基準を用いて評価を行う場合

―	―

医療業務に従事する者 月額 
�����円 
�����円

相当の知識又は経験を必要

とする業務に従事する者

月額 ������円 ���	��円

軽作業に従事する者 日額 �	��円 ����円

時間額 ���円 ���円

支給月 改 正 前 改 正 後

�月 
��分の

� 
��分の
��


�月 
��分の

� 
��分の
��

改 正 前 改 正 後

��	�円 ��	�円

区 分 手数料の額

床面積の合計が���平方メート

ル未満のもの


����円（住宅基準適合証等

の提出がある場合にあって



イ� 共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について誘導仕様基準を用

いて評価を行う場合

イ 低炭素建築物新築等計画の変更の認定に係る手数料の新設

ア� 一戸建ての住宅について誘導仕様基準を用いて評価を行う場合

イ� 共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について誘導仕様基準を用

―�―

は、�����円）

床面積の合計が���平方メート

ル以上のもの

������円（住宅基準適合証等

の提出がある場合にあって

は、�����円）

区 分 手数料の額

住宅部分の床面積の合計が���

平方メートル未満のもの

������円（住宅基準適合証等

の提出がある場合にあって

は、������円）

住宅部分の床面積の合計が���

平方メートル以上�����平方

メートル未満のもの

�	����円（住宅基準適合証等

の提出がある場合にあって

は、������円）

住宅部分の床面積の合計が

�����平方メートル以上�����平

方メートル未満のもの

�������円（住宅基準適合証

等の提出がある場合にあって

は、
�����円）

住宅部分の床面積の合計が

�����平方メートル以上のもの

�
�����円（住宅基準適合証

等の提出がある場合にあって

は、		����円）

区 分 手数料の額

計画の変更に係る床面積の合計

が���平方メートル未満のもの

�����円（変更後の計画に係

る住宅基準適合証等の提出が

ある場合にあっては、�����

円）

計画の変更に係る床面積の合計

が���平方メートル以上のもの

������円（変更後の計画に係

る住宅基準適合証等の提出が

ある場合にあっては、�����

円）



いて評価を行う場合

ウ その他規定の整備

� 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料

ア 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に係る手数料の新設

ア� 共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について誘導仕様基準を用

いて評価を行う場合

―�―

区 分 手数料の額

住宅部分の計画の変更に係る部

分（床面積の増加に係る部分を

除く。）の床面積の�分の�の

面積と当該計画の変更に係る部

分の面積のうち床面積の増加に

係る部分の床面積との合計（以

下「計画の変更に係る部分の床

面積の合計」という。）が���

平方メートル未満のもの

������円（変更後の計画に係

る住宅基準適合証等の提出が

ある場合にあっては、	�����

円）

住宅部分の計画の変更に係る部

分の床面積の合計が���平方

メートル以上�����平方メート

ル未満のもの


�����円（変更後の計画に係

る住宅基準適合証等の提出が

ある場合にあっては、������

円）

住宅部分の計画の変更に係る部

分の床面積の合計が�����平方

メートル以上
����平方メート

ル未満のもの

	������円（変更後の計画に

係る住宅基準適合証等の提出

がある場合にあっては、

�
����円）

住宅部分の計画の変更に係る部

分の床面積の合計が
����平方

メートル以上のもの

	�����円（変更後の計画に

係る住宅基準適合証等の提出

がある場合にあっては、

������円）

区 分 手数料の額

住宅部分の床面積の合計が���

平方メートル未満のもの

������円（住宅誘導基準適合

証等の提出がある場合にあっ

ては、	�����円）



イ� 一戸建ての住宅について誘導仕様基準を用いて評価を行う場合

イ 建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定に係る手数料の新

設

ア� 共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について誘導仕様基準を用

いて評価を行う場合

―�―

住宅部分の床面積の合計が���

平方メートル以上�����平方

メートル未満のもの

������円（住宅誘導基準適合

証等の提出がある場合にあっ

ては、������円）

住宅部分の床面積の合計が

�����平方メートル以上�����平

方メートル未満のもの

	������円（住宅誘導基準適

合証等の提出がある場合に

あっては、
�����円）

住宅部分の床面積の合計が

�����平方メートル以上のもの

	
�����円（住宅誘導基準適

合証等の提出がある場合に

あっては、������円）

区 分 手数料の額

床面積の合計が���平方メート

ル未満のもの

	�����円（住宅誘導基準適合

証等の提出がある場合にあっ

ては、�����円）

床面積の合計が���平方メート

ル以上のもの

	�����円（住宅誘導基準適合

証等の提出がある場合にあっ

ては、�����円）

区 分 手数料の額

住宅部分の計画の変更に係る部

分の床面積の合計が���平方

メートル未満のもの

������円（住宅誘導基準適合

証等の提出がある場合にあっ

ては、	�����円）

住宅部分の計画の変更に係る部

分の床面積の合計が���平方

メートル以上�����平方メート

ル未満のもの

������円（住宅誘導基準適合

証等の提出がある場合にあっ

ては、������円）

住宅部分の計画の変更に係る部

分の床面積の合計が�����平方

	������円（住宅誘導基準適

合証等の提出がある場合に



イ� 一戸建ての住宅について誘導仕様基準を用いて評価を行う場合

ウ その他規定の整備

� 施行期日

公布の日から施行する。ただし、�の�については、令和�年�月�日

から施行する。

第��号議案

知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

� 提案理由

関係法令の改正に伴い、所要の改正を行う必要がある。これが、この条

例案を提出する理由である。

� 条例の概要

� 建築基準法に基づく事務のうち、次の事務を浜田市、益田市、大田

市、安来市、江津市、雲南市、奥出雲町、川本町、津和野町、吉賀町及

び隠岐の島町に権限移譲すること。

ア 住宅又は老人ホーム等に設ける給湯設備の機械室等の容積率に関す

る特例の認定に係る申請の受理

イ 第一種低層住居専用地域等内又は高度地区内において、再生可能エ

ネルギー源の利用に資する設備の設置のために必要な屋根に関する工

―�―

メートル以上	
���平方メート

ル未満のもの

あっては、�	
���円）

住宅部分の計画の変更に係る部

分の床面積の合計が	
���平方

メートル以上のもの

��
���円（住宅誘導基準適

合証等の提出がある場合に

あっては、��
���円）

区 分 手数料の額

計画の変更に係る床面積の合計

が���平方メートル未満のもの

�
���円（住宅誘導基準適合

証等の提出がある場合にあっ

ては、�
���円）

計画の変更に係る床面積の合計

が���平方メートル以上のもの

�
���円（住宅誘導基準適合

証等の提出がある場合にあっ

ては、�
���円）



事等を行う建築物の高さの制限の特例の許可に係る申請の受理

� 児童福祉法に基づく事務のうち、次の事務を海士町に権限移譲するこ

と。

ア 都道府県知事等に対する認可外保育施設の設置者に関する情報その

他の参考となるべき情報の提供の要求

イ 認可外保育施設の事業の停止又は施設の閉鎖の命令をした旨の公表

� 旅券法に基づく事務のうち、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来

市、江津市、奥出雲町、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、

吉賀町、海士町、西ノ島町、知夫村及び隠岐の島町に権限移譲している

一般旅券の発給の申請の受理及びこれに伴う確認等の事務並びに一般旅

券の紛失又は焼失の届出の受理及びこれに伴う確認等の事務について、

新たに導入される電子手続による申請等に係る事務は県が行うこととす

ること。

� 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上

に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う規定の整備

� 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する

条例の一部改正

� 施行期日

令和�年�月�日から施行する。ただし、�の�については同年�月��

日から、�の�については公布の日から施行する。

第	
号議案

警察に関する手数料条例の一部を改正する条例

� 提案理由

道路交通法の一部を改正する法律の施行等に伴い、所要の改正を行う必

要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

� 特定自動運行等の許可に係る手数料の新設

� 運転免許に付されたサポートカー限定条件（自動車の種類を限定する

―�―

区 分 手数料の額

特定自動運行の許可 �件につき ����円

特定自動運行計画の変更の許可 �件につき ����円



条件であって、交通事故の防止又は被害軽減に資するものをいう。）を

解除するための審査に係る手数料の新設

� 施行期日

令和�年�月�日から施行する。ただし、�の�については、公布の日

から施行する。

第��号議案

島根県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正

する条例

� 提案理由

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施

行等に伴い、関係条例について所要の改正を行う必要がある。これが、こ

の条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

� 改正の内容

ア 児童の安全確保のための計画策定等

ア� 児童福祉施設（助産施設、児童遊園及び児童家庭支援センターを

除く。イ�において同じ。）及び障害児通所支援事業者は、児童の安

全の確保を図るため、安全計画を策定しなければならないこと。

イ� 児童福祉施設、障害児通所支援事業者及び認定こども園（幼保連

携型認定こども園を除く。�において同じ。）は、児童の移動のた

めに自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼そ

の他の方法により児童の所在を確認しなければならないこと。

ウ� 保育所及び児童発達支援センター、児童発達支援事業者及び放課

後等デイサービス事業者並びに認定こども園は、児童の送迎を目的

とした自動車を日常的に運行するときは、児童の降車の際に、ブ

ザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置を用いて児童の

―	
―

区 分 手数料の額

公安委員会が提供する自動車を使用しな

いで審査を受ける場合

�件につき 	��

円

公安委員会が提供する自動車を使用して

審査を受ける場合

�件につき ���
円



所在を確認しなければならないこと。

イ 業務継続計画の策定等

ア� 児童福祉施設（障害児入所施設及び児童発達支援センターを除

く。イ�において同じ。）は、感染症や非常災害の発生時における業

務継続計画を策定するよう努めなければならないこと。

イ� 児童福祉施設は、職員に対して感染症及び食中毒の予防及びまん

延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための

訓練を実施するよう努めなければならないこと。

ウ 児童と障害児を交流させて保育する場合における職員等の要件

ア� 保育所等の児童と児童発達支援センター又は児童発達支援事業所

の障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限

り、障害児の支援に直接従事する職員については、児童への保育に

併せて従事させることができること。

イ� 他の社会福祉施設と併設する保育所における児童の居室及び保育

所に特有の設備並びに児童の保護に直接従事する保育士について、

保育に支障がない場合は、併設する社会福祉施設の設備及び職員に

兼ねることができること。

エ 保育士の数の算定において、当分の間、看護師等を�人に限って保

育士とみなすことができる特例について、乳児�人以上を入所させる

保育所に限定する規定を削除すること。ただし、乳児の数が�人未満

である保育所については、子育てに関する知識と経験を有する看護師

等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該保育所

の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければなら

ないこと。

オ 児童福祉法の改正に伴う懲戒に係る権限の濫用禁止に係る規定の削

除

カ 引用する省令の題名の改正

� 改正を要する条例

―��―

条 例 の 題 名 改正の内容

島根県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

を定める条例

�のアからカま

で

島根県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等

の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

�のア、ウのア�

及びオ



� 施行期日

令和�年�月�日から施行する。

第��号議案

島根県認定こども園の認定要件に関する条例及び島根県子ども・子育て支援推

進会議条例の一部を改正する条例

� 提案理由

こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に

伴い、所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由

である。

� 条例の概要

次に掲げる条例の引用する条項の整理

� 島根県認定こども園の認定要件に関する条例

� 島根県子ども・子育て支援推進会議条例

� 施行期日

令和�年�月�日から施行する。

第�	号議案

県立学校の職員定数条例及び市町村立学校の教職員定数条例の一部を改正する

条例

� 提案理由

児童数及び生徒数の変動等に伴い、職員の定数を改正する必要がある。

これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

高等学校の教育職員等の定数の改正

―
�―

例

島根県児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等

の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例

�のアのア�及び

イ�並びにオ

島根県認定こども園の認定要件に関する条例 �のアのイ�及び

ウ�



� 施行期日

令和�年�月�日から施行する。

第��号議案

島根県立古代出雲歴史博物館条例の一部を改正する条例

� 提案理由

島根県立古代出雲歴史博物館に休館日を設けるため、所要の改正を行う

必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

� 島根県立古代出雲歴史博物館の休館日は、毎月第�火曜日及び第�火

曜日とすること。

� �に規定する日が国民の祝日に関する法律に規定する休日又は�月�

日、同月�日、�月�日、同月�日若しくは	月
�日に当たるときは、

その日の属する週の翌週の火曜日を休館日とすること。

� 指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を受け

て、休館日を変更することができること。

� 施行期日

令和�年
�月�日から施行する。

―
�―

区 分 改正前 改正後 増 減

高等学校 教育職員 
���人 
���人 △�人

事務職員及び技術職員 
��人 
��人 △�人

特別支援学

校

教育職員 ���人 ���人 △��人

事務職員及び技術職員 ��人 ��人 －

小学校、中

学校及び義

務教育学校

教育職員 ����人 ����人 ��人

事務職員及び技術職員 ���人 ���人 △�人



第��号議案

貸付金の返還債務の免除に関する条例の一部を改正する条例

� 提案理由

島根県獣医師修学資金の返還債務の免除に関する事項について所要の改

正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

島根県獣医師修学資金に係る返還債務の免除の条件及び範囲を次のとお

り追加すること。

� 施行期日

令和�年�月�日から施行する。

第	
号議案

島根県建築基準法施行条例の一部を改正する条例

� 提案理由

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に

関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行う必要

がある。これが、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

� 住宅又は老人ホーム等に設ける給湯設備の機械室等の容積率に関する

特例の認定に係る手数料の新設

―�	―

免除の条件 免除の範囲

大学の課程を修了した日の属する月の翌月の初日から

�年を経過する日の翌日までの間に、県の職員として

獣医師の業務に就き、かつ、引き続いてその業務に従

事した期間が貸与期間の�分の�（貸し付けた資金の

月額が��万円を超える場合にあっては、�分の�）に

相当する期間に満たないとき。

債務の一部

手数料を納付しなければならない者 手数料の額

住宅又は老人ホーム等に設ける給湯設備の機械

室等の容積率に関する特例の認定を受けようと

申請�件につき

���

円



� 第一種低層住居専用地域等内又は高度地区内において、再生可能エネ

ルギー源の利用に資する設備の設置のために必要な屋根に関する工事等

を行う建築物の高さの制限の特例の許可に係る手数料の新設

� 一団地の総合的設計制度の認定等に係る手数料に関する規定の整備

� 引用する条項の整理

� 施行期日

令和�年�月�日から施行する。

第��号議案

島根県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

� 提案理由

三隅川発電所の設備の更新に伴い、所要の改正を行う必要がある。これ

が、この条例案を提出する理由である。

� 条例の概要

発電所の最大出力の変更

� 施行期日

規則で定める日から施行する。

―�	―

する者

手数料を納付しなければならない者 手数料の額

第一種低層住居専用地域等内における建築物の

高さの許可を受けようとする者

申請�件につき

�
�����円

高度地区内における建築物の高さの最高限度の

特例の許可を受けようとする者

申請�件につき

�
�����円

名 称 改正前 改正後

三隅川発電所 ����キロワット ����キロワット


